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投票の順序と投票方法
投票記載台には候補者の氏名等を掲示しますので、よく確かめてお書きください。

「薄いオレンジ色」の投票
用紙を受け取ります。

4 用紙交付
（東京都議会議員補欠
選挙）「白色」の

投票用紙を
受け取ります。

2 用紙交付
（東京都知事選挙）事選挙）

3 投票記載台 5 投票記載台1 名簿対照
本人であることを
確認するため、
選挙人名簿との
照合を受けます。

投票所では、次の順序で投票を行います。

投票所入場整理券は
世帯ごとに封書で郵送します

　投票所入場整理券は、世帯全員分を１つの封筒に入れ、６月
19日頃に届くように郵送します。ただし、3月18～ 25日に大
田区に転入届を出された方は、6月26日頃に届くように郵送し
ます。郵便が届いたら、開封して住所、氏名、投票所を確認のうえ、
投票の際はご自分の投票所入場整理券をお持ちください。
　投票所入場整理券が投票日までに届かなかった場合でも、大田
区の選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所でそ
の旨を係員にお伝えください。選挙人名簿への登録の有無は、
問合先へお問い合わせください。

誰もが投票しやすい環境を
用意しています

　段差がある投票所にはスロー
プを設置しています。また、全
ての投票所に車椅子用投票記載
台を設置しています。そのほか、
車椅子・点字器・老眼鏡・ルーペ・
文鎮・投票用紙すべり止めシー
ト・筆談ボードなどもご用意して
います。詳細は投票所の係員に
お尋ねください。

　投票所では静かな環境を保つためにご協力をお願いし
ます。投票所内の混雑を避け、投票の秘密や自由公正の
保持のために必要と判断した場合は、入場を制限するこ
とがあります。
　投票所内には、選挙人とその同伴する子ども (18歳未
満)、投票事務従事者、投票所を監視する職権を有する者、
警察官でなければ入ることができません。ただし選挙人
を介護する方など、選挙人と共に投票所に入ることにつ
いてやむをえない事情があるときは、入場が認められる
場合があります。なお、混雑時などは、ペットを連れて
の入場はお断りする場合がありますのでご了承ください。

投票所では

東京都知事選挙
東京都議会議員
補欠選挙

東京都知事選挙
東京都議会議員
補欠選挙
7月5日日 午前７時～午後８時

投票
日時

選挙の
めいすいくん
選挙の
めいすいくん

　当日投票所、期日前投票所では、皆さまに安心して投票
していただけるよう感染防止対策を行います。
　投票の際は、咳エチケットの徹底や周りの方との距離を保
つようご理解・ご協力をお願いいたします。

●係員はマスクと手袋を着用します。
●投票所の入口に消毒液を設置します。
●投票所内の物品（記載台、使用後の鉛筆など）
　を定期的に消毒液で拭きます。
●投票所内は扇風機などを使い、常時換気を行います。

【投票所における対策】

●投票所内でのマスク着用にご協力ください。
●筆記具はご自身のものを使用することができます。鉛筆
　（シャープペンシル可）をご持参ください。
　※ボールペンやサインペンなどは、インクがにじんだり、
　　他の投票用紙に付着するため、推奨しません
●来所前後、手洗い・うがいにご協力ください。

【皆さまへのお願い】

◆当日投票所は混雑が予想されます。期日前投票の積極
的な利用にご協力ください。期日前投票所
の混雑状況をツイッターで確認できます。
投票にお越しいただく際の参考にしてくだ
さい。 現在の混雑状況はこちらから▶

◆過去の選挙の投票状況はホームページで確
認できます。

過去の選挙の投票状況はこちらから▶

新型コロナウイルス感染防止対策

①平成14年７月６日以前に生まれた方
②大田区の選挙人名簿に登録されていること（大田区に住民登録の届出をした日から令和２年
　６月25日までに、引き続き3か月以上区内に住所を有している日本国民であること。）

投票できる方 　原則、次の２つの要件を満たす方が投票できます。

東
京
都
知
事
選
挙

◯
◯
◯
◯
◯

候補者氏名

令和2（2020）年

6月18日号
特
集
号

東京都知事選挙
東京都議会議員補欠選挙

住所を異動した方、これから異動する方の投票

転　居 　大田区内で住所を異動した方

６月５日以前に転居届を出した方

６月６日以降に転居届を出した方

投票所

新住所地

前住所地

転　入 　都内から大田区に転入した方

３月25日以前に転入届を出した方

３月26日以降に転入届を出した方

投票できる自治体

大田区

前の区市町村※1

転　出 　大田区から都内に転出した方

３月４日以前に転出した方

３月５日以降に転出した方

大田区から都外へ転出した方

大田区での投票の可否

大田区では投票できません※２

大田区で投票できます※1

投票できません

※１　投票したい自治体の選挙人名簿に登録されていることが必要です。当日投票・期日前投票には新住所地で発行する「住民票の写し」（選挙用は申請手数料無料）か新住所記
　　 載の免許証またはマイナンバーカードがあるとスムーズに投票ができます。
※２　ただし、２月19日～３月４日に転出した方は、期日前投票のみできる場合があります。詳細は問合先にお問い合わせください。

https://www.city.ota.tokyo.jp/
https://www.city.ota.tokyo.jp/mobile/
https://twitter.com/city_ota

１人の候補者氏名
を記載して、
投票箱に入れます。

１人の候補者氏名
を記載して、
投票箱に入れます。

問合先　大田区選挙管理委員会事務局（〒144－8621　大田区役所）　☎5744－1464 ■FAX 5744－1540


